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民事訴訟の判決に関するお知らせ 

当社は、平成21年３月１9日付で当社「民事訴訟の判決に関するお知らせ」にてお知らせしておりましたサン

ビット株式会社（旧株式会社福岡ジェイテック）に対する営業引継義務違反及び競業避止義務違反に対する損

害賠償請求訴訟に関して東京高等裁判所にて係争中でありましたが、同裁判所において損害賠償に関する判

決の言い渡しを受け、平成22年10月６日開催の取締役会におきまして最高裁へ上告することを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記  

   １. 訴訟の経緯 

    平成18年11月１日 東京地方裁判所に訴訟を提起 

平成19年７月30日 東京地方裁判所へ被告（サンビット株式会社）より、反訴の提起 

    平成21年３月 ９日 東京地方裁判所において当社の請求は棄却、被告（サンビット株式会社）に対して 

200万円を支払えとの第一審の言い渡し 

被告（サンビット株式会社）の反訴請求は棄却 

    平成22年９月29日 東京高等裁判所において控訴審判決の言い渡し 

２．判決の要旨 

    控訴及び本件付帯控訴をいずれも棄却する。 

３．訴訟の原因及び判決に至った経緯  

当社は、被告（サンビット株式会社）が吸収合併した旧株式会社福岡ジェイテック（以下「福岡ジェイテック」

という）と技術者派遣ビジネスシステムによるフランチャイズ契約を締結しておりました。本契約については、

営業引継義務及び競業避止義務を負う旨が規定されておりましたが、契約期間満了後も福岡ジェイテックが

本契約に基づいて行っていた業務を継続していたことから、被告（サンビット株式会社）を本契約における営

業引継義務違反及び競業避止義務違反に対する損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提訴しておりま

したが、東京地方裁判所より当社の請求が棄却され、被告（サンビット株式会社）に対して200万円の支払い

を命ずる判決が下されたため、これを不服として東京高等裁判所に控訴しておりました。  

４．今後の方針等  

      今回の判決においては、主な判決理由としてフランチャイズチェーンについては、フランチャイザーからフ 

ランチャイジーに提供されるすべての情報が契約期間中でなく、契約終了後においても競業避止義務によっ 

て保護されるとすれば、逆にフランチャイザーを過度に保護することにもなりかねないことから、フランチャイズ

契約における保護すべきノウハウは不正競争防止法２条６項の営業秘密の定義に基づくものに限定するのが

合理的であるとの判断が行われました。当社は、今回の判決内容については承服できないものと考えており、

上級審の判断を仰ぐべく上告することを決議いたしました。 

５. 業績への影響 

   今回の決議にともなう当期の業績への影響は軽微であります。 
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